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水
族
の
蕃
殖
保
護
と
漁
業
資
本
の
競
争
と
は
、
最
顕
著
な
現
宜
的
矛
盾
で
あ
る
。
水
族
蒋
殖
保
護
の
必
妥
は
、
漁
業
資
本
競
争
護

展
の
結
果
と
し
て
起
り
、
し
か
も
共
の
漁
業
資
本
競
争
紅
建
に
は
調
整
の
止
む
な
き
に
五
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
水
故
者
殖

保
護
の
錦
、
漁
業
競
争
の
調
整
が
必
要
な
る
に
拘
は
ら
十
、
屡
々
蕃
殖
保
護
を
犠
牲
と
し
て
、
漁
業
競
争
が
強
行
さ
れ
る
か
ら
で
る

る
。
水
族
の
蒋
殖
保
護
と
漁
業
資
本
競
争
と
の
、
此
の
現
貫
的
矛
貯
の
克
服
は
、
漁
業
政
策
の
恭
本
的
主
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

北
洋
拡
鱒
漁
主

ω
宜
怖
を
見
る
に
、
日
本
漁
業
資
本
の
内
部
的
競
争
と
、
釘
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
漁
業
競
争
と
の
、
交
鈴
波
制
の
闘

係
が
特
色
で
あ
っ
た
。
最
近
北
洋
の
日
本
漁
業
に
は
資
本
主
義
的
統
一
が
著
し
く
護
展
し
た
が
、
資
本
主
義
的
統
一
は
結
同
資
本
主

義
的
競
守
の
脅
威
を
菟
れ
符
な
い
。
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
と
の
漁
業
競
争
闘
係
も
、
依
然
と
し
て
大
な
る
百
在
で
あ
る
。
此
等
内
外
の

競
争
に
北
沿
っ
き
、
鮭
鱒
挨
蕃
殖
保
護
の
必
要
が
誘
護
さ
れ
、
漁
業
資
本
競
争
の
調
整
が
強
調
さ
れ
る
に
五
っ
た
の
は
疑
し
む
に
込
り

た
い
。
然
し
共
の
反
面
に
於
て
、
日
本
鮭
鱒
漁
業
は
新
に
共
の
漁
場
を
描
張
し
、
世
界
的
に
設
展
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
円
叫
が
た
め
新

な
る
競
争
が
激
愛
さ
れ
、
水
族
蕃
殖
保
護
の
脅
威
と
な
る
虞
な
し
と
し
な
い
の
で
る
る
が
、
し
か
も
日
本
漁
業
の
世
界
的
費
民
は
必

成
就
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
於
H
一
品
、
新
な
る
競
争
の
費
生
と
、
岐
に
進
捗
し
つ
L
あ
る
漁
業
競
争
の
調
整
と
が
矛
盾
す
る
。
北
洋

鮭
鱒
漁
業
と
蕃
殖
保
護
の
貨
際

ノ、

七



舵
抽
出
漁
業
と
者
舷
保
訟
の
筑
際

U

、，、
一〆一ノ

漁
業
凶
策
の
按
心
は
世
に
此
の
矛
阿
川
の
克
服
に
十
代
る
の
で
あ
る
。

北
洋
の
鮭
脚
、
殊
に
絞
消
的
慣
飢
壮
大
な
る
紅
鮭
は
、
近
年
著
し
く
漁
獲
高
が
減
-
少
し
た
。
紅
鮭
の
章
一
安
原
地
た
る
カ
ム
チ
ャ
ッ

カ
河
口
地
方
で
は
、
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
凶
器
臨
詰
第
一
工
場
及
第
二
工
場
が
夫
々
建
設
さ
れ
て
操
業
を
開
始
し
た
昭
和
二
年
及
び
三

年
に
は
、
平
均
七
・
一
千
胞
の
紅
鮭
が
漁
獲
さ
れ
た
に
拘
は
ら
や
、
昭
和
四
年
及
五
年
に
は
千
均
一
・
七
千
殖
に
激
減
し
、
昭
和
六
年

而
し
て
昭

及
七
年
に
は
平
均
二
・
八
千
砲
、
昭
和
八
年
及
九
年
に
は
一
や
均
一
・
五
千
酷
で
あ
る
。
(
農
林
省
、
北
洋
漁
業
嗣
係
統
計
)

和
九
年
に
は
、
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
岡
管
第
一
一
雌
詰
工
場
は
遂
に
北
万
一
連
特
を
休
止
し
た
。
叉
同
じ
く
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
河
口
地
方
の
日

本
陣
誌
工
場
調
官
況
に
依
れ
ば
、
紅
鮭
A
T
封
皮
館
前
一
回
製
遣
に
要
す
る
原
料
魚
足
数
は
、
昭
和
四
年
以
降
八
年
迄
逐
年
一
二
・
三
尾
、

一
三
・
二
尾
、
一
凶
・
三
尾
、
一
四
・
四
足
、
一
間
・
九
足
と
例
外
た
く
増
加
し
て
ゐ
る
。
此
の
歩
留
の
悪
化
は
、
漁
獲
紅
鮭
の
小
化
乞

示
す
も
の
に
外
な
ら
や
、
放
に
も
離
獲
の
兆
候
が
隠
然
と
し
て
ゐ
る
。
加
之
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
河
口
地
方
の
沖
合
は
、
母
船
式
鮫
鱒

め

が

か

り

漁
業
の
主
要
漁
訓
切
で
あ
る
結
巣
、
同
地
方
漁
区
で
漁
獲
さ
れ
る
鮭
鮮
の
内
に
は
、
多
数
の
所
前
日
掛
魚
l
l母
舶
式
漁
業
等
で
使
川

す
る
流
制
の
網
目
に
掛
っ
た
痕
跡
が
魚
他
に
判
然
残
っ
て
ゐ
る
魚
が
殻
見
さ
れ
る
。
多
数
の
目
掛
魚
が
鷲
見
さ
れ
る
い
ふ
と
と
は
、

濫
獲
酷
漁
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
昭
和
九
年
六
月
十
六
日
、
同
地
方
の
某
演
で
デ
ッ
キ
調
に
依
れ
ば
、
漁
獲
紅
鮭
二
、
六
二

八
尾
の
内
、
二
二
・
九
dm
、
六

O
三
尾
は
目
掛
魚
で
あ
っ
た
。
日
掛
魚
の
内
、
臨
誌
に
製
悲
し
て
支
障
無
し
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は

之
を
正
常
紅
鮭
に
算
入
し
て
計
算
し
て
も
、
昭
和
九
年
五
月
廿
五
日
乃
五
六
月
品
川
日
、
右
地
方
某
臨
詰
工
場
の
交
入
紅
鮭
総
数
中
一

一
一
・
二
dm
は
日
掛
品
川
で
あ
っ
た
。

紅
鮭
は
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
何
口
地
方
以
外
で
も
減
少
の
兆
候
を
示
し
て
ゐ
る
。
四
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
地
方
(
ボ
リ
シ
エ
レ
ツ
キ
l
臣、

キ
ク
チ
ン
ス
キ
I
匝
〉
で
は
昭
和
三
年
二
二
・

O
万
胞
の
盟
漁
以
来
、
年
々
例
外
無
く
著
し
く
減
少
し
、
昭
和
八
年
に
は
問
・
九
万
感



に
低
下
し
た
。
昭
和
九
年
は
六
年
け
に
問
師
す
る
大
漁
年
と
耕
せ
ら
れ
、
ま
た
天
候
に
も
恵
ま
れ
て
盟
漁
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
十
年

は
ま
た
著
し
い
不
漁
で
あ
る
。
而
し
て
シ
ベ
リ
ア
に
於
け
る
日
本
漁
匝
漁
業
入
信
酷
を
通
翻
し
て
も
、
時
附
訪
工
場
は
漸
北
地
設
さ
れ
て

ゐ
る
に
拘
は
ら
十
、
紅
鮭
館
詰
の
製
也
高
は
漸
減
の
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
。
漁
阿
漁
業
の
外
、
母
舶
式
漁
業
及
北
千
島
の
製
法
高
を

総
計
し
て
も
、
紅
鮭
擁
諸
制
択
建
古
向
は
途
年
減
少
の
傾
向
を
兎
れ
な
い
。
次
表
の
如
し
。
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両
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内
問
。

九
七
一

日
本
と
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
問
の
岡
際
的
漁
業
競
争
が
、
北
洋
に
於
け
る
紅
鮭
減
少
の
一
犬
原
悶
た
る
と
と
は
争
へ
な
い
。
殊
に
ソ

グ
イ
ヱ
ト
聯
邦
臨
詰
工
場
の
建
設
に
作
ふ
河
川
内
漁
獲
の
増
加
、
ソ
ヴ
イ
ヱ
ト
聯
邦
一
般
漁
院
の
激
増
及
之
に
封
抗
す
る
日
本
側
漁

慌
の
激
増
等
が
数
へ
ら
れ
る
。
日
本
と
ソ
グ
イ
ヱ
ト
聯
邦
問
の
鮭
鱒
漁
業
競
争
は
、
昭
和
二
三
九
二
七
)
年
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
岡

営
漁
主
の
根
本
建
設
十
年
計
去
が
成
立
し
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
株
式
命
日
枇
略
栴
ア
コ

(krznru耳
目
-
2
同
p
g
f
v
r
p
g
r
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}由主
5
Z
P

が
山
川
説
し
て
以
来
激
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
之
に
就
て
は
今
更
多
言
を
一
裂
し
な
い
。
日
本
紅
鮭

krH例
。
・
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昨
訪
設
の
巾
心
地
た
る
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
河
口
に
、
一
漁
期
十
万
一
関
の
製
治
能
力
を
有
す
る
ム
ハ
ラ
イ
ン
鱒
訪
工
場
を
建
設
し
、
翌
昭
和

一
一
一
年
川
河
口
に
一
漁
期
五
万
函
の
能
力
を
有
す
る
第
二
館
詰
工
場
を
建
設
し
、
更
に
昭
和
川
年
に
は
庁
ゼ
ル
ナ
ヤ
河
口
に
製
越
能
力

ア
コ
は
昭
和
二
年
一
存
、

佐
伯
悶
漁
業
と
恭
殖
保
護
の
・
民
際

，ノ、
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低
俗
漁
業
と
蕃
殖
保
護
の
穴
際

七
O 

八
万
函
、
ポ
リ
シ
ャ
、
河
口
に
川
五
万
一
閥
、
キ
ク
チ
ク
河
口
に
日
間
万
一
附
の
執
れ
も
艇
品
工
場
を
建
設
し
た
。
而
し
て
之
等
臨
芯
工

場
の
原
料
を
、
ソ
ヴ
イ
ヱ
ト
聯
邦
漁
業
者
の
み
の
特
権
た
る
河
川
内
漁
業
に
仰
い
だ
の
で
あ
る
。
斯
く
て
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
河
の
如
き

は
、
紅
鮭
の
遡
上
が
著
減
し
た
と
と
岐
に
見
た
如
く
で

b
る
。
鮭
鱒
族
の
生
前
史
に
鑑
み
、
河
川
内
の
撞
控
が
蒋
荊
保
護
に
大
寄
る

る
は
明
で
あ
る
。
去
る
六
月
以
来
モ
ス
コ
ー
に
於
て
漁
業
保
約
修
正
に
開
閉
す
る
商
議
が
附
か
れ
て
ゐ
る
機
命
日
に
首
り
、
舵
鱒
族
務
殖

保
誌
に
凶
附
す
る
埴
切
な
岡
際
的
協
定
の
成
立
す
べ
き
と
と
は
、
我
閣
に
於
け
る
岡
民
的
期
作
で
あ
る
。

回

日
本
的
文
資
本
相
互
の
競
争
が
、
北
洋
に
於
け
る
紅
鮭
の
酷
獲
を
誘
裂
し
た
と
と
は
、
亦
守
へ
な
い
事
買
で
る
る
。
昭
和
三
年
の

二
漁
直
問
題
、
昭
和
同
年
の
十
八
漁
直
問
題
、
昭
和
五
年
の
ル
l
プ
ル
問
題
及
七
漁
直
問
題
字
、
到
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
漁
業
紛
争
の

結
護
に
直
面
し
、
日
本
漁
区
漁
業
者
は
附
和
七
年
八
月
三
十
一
日
を
期
し
共
の
全
部
的
合
同
を
宜
現
し
た
。
爾
来
日
符
漁
業
株
式
合

此
は
資
本
金
五
、
一
一
一
八

O
高
闘
の
猫
山
的
合
枇
と
な

V
、
シ
ベ
リ
ア
に
於
け
る
日
本
漁
医
漁
主
を
統
一
支
配
す
る
に
主
っ
た
が
、
漁

直
漁
業
の
合
川
に
依
り
漁
直
の
経
詩
躍
を
喪
失
し
た
漁
業
者
は
、
和
共
で
舟
舶
式
漁
業
に
進
出
し
た
。
爾
来
母
船
式
舵
脚
漁
業
は
急

速
に
護
民
し
、
特
に
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
海
障
に
於
て
日
合
漁
業
株
式
命
日
枇
の
漁
医
漁
業
と
競
争
漁
獲
し
た
。
母
船
式
鮭
鮒
漁
業
の
紅
鮭

臨
詰
製
也
高
が
、
最
近
な
激
に
増
加
し
て
漁
匝
漁
業
の
版
資
統
一
を
脅
威
し
た
と
と
は
前
拍
統
計
に
明
な
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
共

の
版
貰
競
争
が
、
蒋
荊
保
護
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
と
は
自
明
で
あ
る
。

然
し
昭
和
九
年
十
二
月
出
林
大
阻
の
控
明
を
契
機
と
し
て
母
舶
式
鮭
鱒
漁
業
の
合
同
が
成
立
し
た
。
母
船
式
鮭
鱒
漁
業
の
合
同
は

設
漁
主
門
部
の
競
争
闘
係
の
み
な
ら
や
、
一
該
漁
業
と
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
漁
区
漁
業
と
の
競
争
闘
係
を
泊
減
せ
し
め
、
鮭
師
族
蒋
硝
保
護

に
資
す
る
と
と
ろ
多
大
で
る
っ
た
。
右
山
一
以
林
犬
同
の
控
明
に
日
く
「
母
船
式
鮭
鱒
漁
業
の
現
献
は
、
鮭
鱒
魚
類
の
資
源
維
持
、
製
品

の
販
頁
欣
況
共
他
北
洋
漁
業
の
統
制
上
そ
の
川
漁
に
相
官
調
整
を
加
ふ
る
要
あ
り
。
依
て
現
献
に
到
し
大
館
三
割
程
度
の
調
繋
を
行



ふ
を
泊
常
と
認
む
る
も
、
詰
附
属
漁
船
の
多
数
が
、
東
北
e

北
海
道
地
方
の
漁
船
た
る
関
係
上
、

明
十
年
度
に
於
て
は
特
に
約
一
二
百

笠
を
以
て
限
度
と
し
、
昭
和
十
一
年
度
に
於
て
前
記
一
一
一
剖
を
調
整
す
ゐ
方
針
な
り
:
・
:
」
と
。

昭
和
九
年
度
の
母
舶
式
鮭
鱒
漁
業
向

漁
欣
態
は
、
粍
皆
宥
八
名
、
母
舶
十
六
笠
(
三
二
、
六
一
九
一
九
噸
)
、
市
し
て
北
ハ
の
附
属
漁
船
は
滴
航
附
二
五
問
斐
、
塔
就
航
阿
九
斐
、

計一一一

O
コ
一
歩
(
で
あ
っ
た
。
然
し
昭
和
十
年
に
去
り
、
母
仙
川
式
鮭
鱒
漁
業
の
樺
利
は
太
千
洋
漁
主
株
式
合
枇
の
満
点
に
師
し
、
山
川
漁
母

舶
八
笠
(
二
九
、
五

O
ム
ハ
噸
)
共
の
附
属
漁
防
は
猫
航
耐
二
川

O
隻
、
は
-
故
防
一

O
笠
、
計
二
五

O
笠
と
な
っ
た
。
来
る
昭
和
十
一
年

に
於
て
は
、
前
記
出
林
省
方
針
の
程
度
又
は
共
の
引
何
度
以
上
に
、
附
属
漁
船
の
減
少
す
べ
き
可
能
性
確
行
で
あ
る
。
荒
し
太
千
洋
漁

業
株
式
合
此
一
の
大
株
主
と
し
て
之
乞
支
配
す
る
日
魯
漁
業
一
株
式
合
枇
と
し
て
は
、
主
と
し
て
紅
鮭
帯
植
保
護
の
見
地
か
ら
、

母
舶
式

鮭
鱒
漁
業
粍
替
の
縮
少
を
却
て
有
利
と
す
る
如
き
一
般
的
情
勢
に
布
る
か
ら
で
あ
る
。

五

日
本
漁
主
資
本
内
部
の
競
争
は
又
北
千
品
佐
鱒
漁
業
の
琵
述
と
な
っ
て
起
は
れ
た
。
北
千
品
の
鮭
鱒
漁
業
殊
に
鮭
鱒
流
網
漁
業
は

母
舶
式
鮭
鱒
漁
主
の
護
民
に
刺
戟
さ
れ
て
新
興
し
た
漁
主
で
あ
っ
て
、
昭
和
六
年
十
月
、
北
権
道
陣
が
北
千
品
附
近
の
海
耐
を
鮭
鱒

流
網
使
川
許
可
匝
域
(
側
一
問
一
一
一
時
詩
情

J
E
t
A
4、
一
唯
一
ハ
制
服
)
に
指
定
し
、
之
を
開
放
し
た
の
が
共
の
護
法
の
捜
初
で
あ
っ
た
。
爾

来
北
千
品
鮭
鱒
漁
業
は
九
千
山
辿
に
護
展
し
、
漁
区
漁
業
の
統
一
を
脅
威
す
る
に
去
っ
た
の
で
丸
山
る
。
北
千
品
の
鮭
鱒
流
網
漁
主
は
、
北

海
道
的
主
取
締
規
則
(
例
州
一
応
科
一
州
事
一
蹴
叫
ん
時
一
一
一
仁
概
)
の
規
定
に
依
り
北
海
道

zM長
官
の
許
可
を
受
く
る
に
非
れ
ば
之
を
持
む
こ

と
が
向
来
な
い
。
市
し
て
北
海
道
艇
は
共
の
許
可
方
針
と
し
て
流
網
漁
船
教
を
二

O
O斐
に
限
定
し
て
ゐ
る
。
此
の
制
度
並
に
許
可

方
針
が
蒋
殖
保
護
の
見
地
か
ら
主
要
な
意
義
を
な
す
る
と
と
は
一
一
一
一
同
生
侠
た
な
い
。
ま
た
北
千
内
的
に
於
て
は
水
荷
物
館
詰
製
法
取
締
規

則
(
附
州
誌
が
M
州
警
量
的
諸
説
)
の
規
定
に
伏
り
、
佐
鱒
擁
護
ボ
は
北
海
道
版
記
れ
の
許
可
佐
受
く
る
に
非
れ
ば
之
を
持
む
と

と
が
出
来
な
い
。
而
し
て
現
在
北
千
品
の
鮭
鱒
臨
士
一
川
主
は
、
十
企
業
、
十
一
工
場
、
二
十
て
プ
イ
ン
を
以
て
杭
惇
さ
れ
、
漁
市
川
一
漁
業

社
鱒
漁
業
と
帯
磁
保
護
の
交
際

七



社
鯨
漁
業
と
蒋
前
畑
保
殺
の
筑
際

ーヒ

又
は
母
附
式
漁
業
に
比
較
し
て
資
本
主
義
的
統
一
が
佐
世
れ
て
ゐ
る
。
然
し
北
千
品
に
於
て
も
鮭
鱒
漁
業
資
本
の
競
守
が
、
漸
次
調

整
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
事
官
で
る
っ
て
、
北
千
品
鮭
鮒
漁
業
を
指
導
し
つ
L

あ
る
の
は
日
魚
川
漁
業
資
本
で
あ
る
。
日
杯
漁
業
株
式
合
枇

は
、
北
バ
の
直
系
に
崩
す
る
腕
延
水
産
株
式
合
此
を
し
て
幌
紘
一
品
抗
鉢
間
及
柏
原
間
に
二
工
場
一
h
一
ラ
イ
ン
を
粧
告
せ
し
め
、
同
じ
く
直

系
太
一
小
作
漁
主
株
式
合
此
を
し
て
山
守
品
片
岡
崎
に
一
工
場
ニ
ラ
イ
ン
を
抗
告
せ
し
め
て
ゐ
る
。
従
て
日
祢
漁
業
資
本
が
北
千
品
に

於
て
経
帰
山
す
る
工
場
規
棋
は
、
北
千
市
川
佐
鮒
雌
t
一
川
工
場
ラ
イ
ン
組
敷
中
、
一
二
分
ノ
一
を
市
め
て
ゐ
る
の
で
る
る
。
ま
た
工
場
配
印
刷
流

網
漁
船
教
に
於
て
は
、
帆
鉱
水
産
株
式
A
W
H

枇
六
十
八
斐
、
太
平
洋
漁
業
株
式
合
枇
十
七
住
民
、
計
八
十
五
隻
で
あ
う
て
、
北
千
品
流
網

漁
附
総
数
の
一
一
一
分
の
一
を
透
に
超
え
て
ゐ
る
。
加
之
、
日
終
漁
業
資
本
は
北
千
品
紅
鮭
維
持
共
築
A
M
H

の
制
織
に
成
功
し
、
会
北
洋
紅

鮭
臨
誌
の
版
貨
を
統
一
し
た
。
吏
に
H
K

近
鱒
臨
誌
の
販
買
に
山
附
し
て
も
日
本
鮭
僻
踏
諒
共
同
販
賢
人
情
H

の
組
織
を
見
る
に
五
っ
た
。
此

加
の
販
一
口
競
争
刑
事
一
が
、
蒋
航
保
護
に
好
影
山
特
あ
る
べ
き
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

北
千
品
の
依
鱒
漁
業
殊
に
鮫
鱒
雌
士
一
州
北
が
、
勝
来
合
同
統
一
す
る
に
烹
る
か
否
か
、
同
よ
り
強
制
を
許
さ
友
い
。
然
し
母
船
式
鮭

脚
漁
業
の
質
例
に
鑑
み
、
仮
に
北
千
品
鮭
鱒
館
前
北
が
合
同
し
、
漁
直
漁
業
並
に
母
防
式
舵
鱒
漁
業
と
同
一
資
本
に
伏
て
統
一
さ
れ

る
と
と
あ
り
と
せ
ば
、
競
争
闘
係
の
消
滅
は
流
制
的
舶
の
減
少
得
を
も
可
能
と
す
る
に
主
る
べ
く
、
車
叶
荊
保
護
は
一
段
の
進
展
を
一
不

す
に
主
る
で
あ
ら
う
。

開'-，、

日
谷
漁
業
株
式
合
枇
は
シ
ベ
リ
ヤ
の
舵
鱒
漁
阪
漁
業
の
統
一
宥
、
母
断
式
仙
一
鱒
漁
業
の
支
配
者
、
市
し
て
北
千
品
鮭
脚
漁
業
の
指

導
者
で
あ
る
。
然
し
資
本
主
義
的
統
一
と
支
配
と
指
導
的
地
位
は
、
資
本
主
義
的
白
山
競
争
の
脅
威
を
免
れ
る
と
と
が
川
来
な
い
O

H
A
W
漁
主
株
式
令
枇
の
一
肢
に
れ
験
せ
る
如
く
、
，
次
々
に
起
た
新
ら
し
き
鮭
鱒
漁
業
の
護
建
は
既
成
の
統
一
闘
係
を
脅
威
し
た
。
し
か

も
日
本
鮭
鱒
漁
業
の
ア
ラ
ス
カ
進
出
問
題
と
中
部
千
品
開
放
問
題
と
は
、
今
現
に
日
祢
漁
業
株
式
合
祉
の
統
一
破
綻
の
脅
威
を
再
現



ぜ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
部
千
品
開
放
問
題
に
関
し
て
は
、
昭
和
九
年
一
一
一
月
第
六
十
五
回
帝
岡
議
合
衆
議
院
に
於
て
「
服
附

欺
獄
獲
解
禁
ニ
闘
ス
ル
建
議
案
」
を
可
決
し
た
。
中
部
千
品
は
胆
腕
時
前
保
護
保
約
(
聞
い
知
計
…
訓
叫
ん
一
一
)
の
規
定
に
依
り
、
大
正
五
年

我
同
が
選
定
封
鎖
し
た
地
域
で
あ
る
。
従
て
右
胞
納
昨
問
機
獲
解
禁
に
闘
す
る
建
議
の
内
容
は
同
時
に
巾
部
千
品
開
放
の
建
議
で
あ
っ

た
(
幹
事
例
一
参
腕
)
巾
部
千
品
に
佐
一
関
流
網
漁
業
が
興
る
場
合
に
は
、
北
千
品
開
放
の
場
合
と
同
様
に
、
日
仏
廿
漁
業
株
式
合
枇
の
統
一

間
係
は
著
し
い
脅
威
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
る
ら
う
c

況
ん
や
世
界
の
紅
鮭
の
型
庫
た
る
ア
ラ
ス
カ
に
日
本
漁
求
者
が
進
出
す

る
場
合
に
は
、
日
弁
漁
業
株
式
合
此
の
統
一
関
係
は
根
本
的
打
撃
を
受
け
る
虞
が
あ
る
。
中
部
千
品
の
開
放
又
は
ア
ラ
ス
カ
進
出
が

既
成
の
統
一
山
附
係
に
及
ぼ
す
脅
威
は
、
産
接
的
に
は
同
よ
り
販
費
税
一
へ
の
脅
威
で
あ
ら
う
。
然
し
販
賢
統
一
の
脅
威
は
首
然
に
務

殖
保
護
の
脅
威
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
八
明
日
て
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
近
海
の
蟹
の
蕃
荊
保
護
に
聞
し
て
は
生
高
制
限
協
先
が
託
行
さ
れ
、
ま

た
常
業
者
の
聞
に
さ
へ
一
ヶ
年
禁
漁
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
る
る
。
然
る
に
金
一
輪
山
内
一
呼
称
山
止
に
仲
ふ
職
内
相
場
有
利
化
に
刺
戟
さ

れ
、
北
悔
道
梓
小
ん
の
円
H
M
主
者
が
蟹
館
前
の
大
増
応
を
強
行
し
、
販
出
以
競
乍
が
激
化
し
た
結
果
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
皆
、
漁
場
に
於
て
も

何
等
務
刑
保
護
の
措
置
は
百
現
す
る
を
行
な
か
っ
た
。
加
之
、
従
来
は
胸
中
の
何
丘
寸
未
満
の
蟹
は
拙
拡
を
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た
の
で

る
る
が
(
似
一
位
弐
誠
一
務
)
胸
叩
の
幅
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
起
の
蟹
は
之
を
拍
獲
し
作
る
と
と
に
改
正
(
桝
仰
一
お
い
…
…
制
民
)
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
情
と
な
っ
た
。
従
来
捕
獲
を
禁
止
せ
る
小
形
の
蟹
を
省
令
を
以
て
公
認
捕
獲
せ
し
め
る
結
果
と
た
っ
た
の
で
あ

る
。
斯
る
一
弘
武
に
鑑
み
る
と
き
は
、
日
本
鮭
鱒
漁
業
の
ア
ラ
ス
カ
進
出
写
に
依
る
版
百
競
争
の
激
化
は
、
蒋
刑
保
護
に
到
す
る
大
な

る
脅
威
と
一
五
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

七

然
し
日
本
漁
業
者
は
扶
界
の
悔
洋
に
護
民
す
べ
き
で
あ
る
。
日
本
鮭
鱒
漁
主
の
ア
ラ
ス
カ
進
向
は
、
ア
ラ
ス
カ
の
距
比
一
一
一
四
外
の

公
海
に
於
け
る
日
本
漁
業
の
自
由
粧
を
確
保
す
る
潟
、
速
に
之
を
賓
現
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
日
本
漁
業
者
は
附
和
五
年
一
初
め
て

佐
伯
附
漁
業
と
務
硝
保
護
の
貿
際

士:



枇
川
鯨
漁
業
と
帯
施
保
設
の
行
際

ー仁

I'H 

蟹
工
舶
大
北
丸
(
岱
時
七
、
八

O
問
噸
)
及
ト
ロ
ー
ル
汽
防
三
斐
を
以
て
ア
ラ
ス
カ
の
ブ
リ
ス
ト
ル
的
方
耐
に
間
的
し
、
爾
来
年
々

北
ハ
の
出
漁
を
檎
紡
し
、
本
年
は
蟹
工
的
一
斐
、
ブ
イ
ツ
シ
ユ
ミ

l
ル
ヱ
舶
一
宴
、
ト
ロ
ー
ル
汽
舶
一
一
一
隻
及
底
曳
網
機
附
八
斐
(
同
組
)

の
出
漁
を
見
た
。
然
し
之
を
以
て
ア
ラ
ス
カ
沖
三
内
線
外
に
於
け
る
日
本
漁
業
の
白
山
権
が
確
保
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
一
五
ひ
難
い
。
蟹

漁
業
及
ト
ロ
ー
ル
漁
業
等
は
米
同
の
主
姿
漁
業
で
な
い
の
み
な
ら
や
、
プ
リ
ス
ト
ル
簡
で
は
全
く
行
は
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
日
本
漁

業
者
の
匙
山
川
は
、
従
来
米
同
漁
業
者
と
何
勺
直
接
の
競
争
関
係
な
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鮭
鱒
漁
業
に
附
し
て
は
全
く
之

と
一
弘
前
を
具
、
に
す
る
。
佐
一
鱒
叩
側
部
ぃ
取
は
米
間
H
M
主
要
の
漁
主
で
あ
り
、
殊
に
西
部
ア
ラ
ス
カ
(
打
川
口
ハ
九
一
巾
げ
と
斗
げ
A'
即
時
制
服
に
)

は
共
の
中
心
抑
制
切
で
あ
る
。
加
之
、
本
年
一
月
十
九
日
付
ア
ラ
ス
カ
漁
業
取
締
規
則
に
依
り
「
プ
リ
ス
ト
ル
的
地
方
一
一
於
ケ
ル
鮭
師

漁
業
ハ
六
月
什
五
日
午
前
六
時
ヨ
リ
八
月
三
日
午
前
六
時
一
一
一
五
ル
迄
純
テ
之
ヲ
林
川
止
」
さ
れ
た
。
右
規
定
の
制
定
は
一
九
三

O
(昭

和
五
)
年
プ
リ
ス
ト
ル
的
の
凶
泊
以
来
、
米
同
商
工
行
政
庄
日
同
に
於
て
屡
々
故
小
口
し
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
水
路
局
長
ベ
ル
氏

に
依
れ
ば
、
プ
リ
ス
ト
ル
間
在
中
心
と
す
る
同
部
ア
ラ
ス
カ
の
紅
鮭
中
、
一
九
一
一
一

O
年
に
後
生
し
五
ヶ
年
後
l
一
九
一
一
一
五
年
の
目
的

に
屈
す
る
も
の
は
、
一
九
二
九
年
l
一
九
三
川
年
同
師
に
屈
す
る
も
の
又
は
一
九
二
八
年
l
一
九
一
二
三
年
阿
帥
の
も
の
等
々
に
比
較

し
て
著
し
く
生
所
尚
が
小
で
あ
る
。
故
に
一
九
一
一
一

O
年

l
一
九
三
五
年
田
川
町
の
紅
鮭
は
、
一
九
一
二
五
年
に
於
て
一
ヶ
年
之
を
禁
漁
し

以
て
他
の
年
々
の
田
川
町
品
川
と
共
の
務
航
欣
態
を
均
衡
せ
し
め
る
必
要
あ
り
と
い
ふ
の
で
あ
る
'
0

・
斯
く
て
抗
際
共
の
林
市
仰
が
釘
現
し
た

今
日
、
日
本
漁
業
者
が
プ
リ
ス
ト
ル
問
に
遊
山
し
て
母
舶
式
鮭
鱒
漁
業
を
開
始
す
る
と
と
は
、
米
同
と
の
競
争
と
釘
抗
を
激
殻
さ
せ

る
院
が
兆
一
多
い
。

米
闘
は
船
岸
一
一
一
刊
を
以
て
白
同
制
悔
の
限
界
と
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る

ハ
F
g
m
c品
。
内
出
三
宮
口
m
w
(
U
O
H即
時
市
『
m
H
H
円
。
守
門
岳
町

内
え
誌
の
岳
民

g
丸
岡
巳

2
5亡。ピロ】
]
{
h
w
J
J
4
]

凶
器
司
一
回
。
同
阿
)
同
国
内
ロ
窃
守
口
、
〈
。
]
・
口
、
巴
日
目
。
・
)
然
し
米
岡
の
領
海
三
間
主
義
は
、
ア
ラ
ス
カ

の
距
洋
三
間
以
外
に
於
け
る
日
本
漁
業
の
自
由
粧
を
世
然
肯
定
す
る
も
の
な
り
や
否
や
。
米
閣
は
現
に
関
税
警
察
に
付
、
佐
川
が
十
二

仰
に
一
主
る
迄
、
外
同
船
舶
に
針
し
或
極
の
支
配
棋
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
日
本
母
舶
式
鮭
蹄
漁
主
者
が
将
来
盛
に
ア
ラ
ス
カ
沖
に
進
出



す
る
場
合
、
米
閣
は
漁
業
紘
一
け
察
に
闘
し
で
も
、
共
の
領
海
外
距
作
十
二
間
に
五
る
迄
特
殊
の
支
配
椛
を
主
張
す
る
と
と
無
き
や
否
や
。

今
や
荒
開
距
離
の
蹟
大
、
艦
船
速
力
の
増
進
共
他
の
事
態
に
促
進
さ
れ
、
世
界
の
諸
闘
に
肌
即
日
一
一
一
川
以
上
院
大
な
範
問
に
瓦
る
沿
芦
・

水
帯
領
有
の
思
想
が
接
頭
し
つ
L

あ
る
と
と
は
、
一
九
三

O
(昭
和
五
)
年
へ

l
グ
に
開
催
さ
れ
た
岡
際
法
典
編
纂
合
議
に
於
て
表

明
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。
し
か
も
自
閣
の
漁
業
保
護
又
は
水
族
の
蒋
殖
保
護
は
、
共
の
主
張
の
主
要
開
山
に
川
崎
し
て
ゐ
る
(
前
損
害

並
に

F
Z
J
H
H
4
0ユ
色
己
完

F
g
E
C
E
E
m田
守
口
〔
〈
・

3
E
g・
)
現
代
は
海
洋
の
先
十
日
分
割
時
代
で
る
る
0

・
酌
岸
三
田
以
外

公
海
漁
主
の
自
由
椛
を
現
買
に
確
保
す
る
箆
に
、
日
本
母
舶
式
鮭
鱒
漁
業
の
ア
ラ
ス
カ
進
出
は
速
に
断
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

八

日
本
的
主
の
扶
界
的
護
民
と
鮭
鱒
漁
業
の
統
一
と
を
調
和
す
る
と
と
は
常
に
刻
下
の
な
務
で
あ
る
。
日
本
鮭
鮒
漁
芽
、
の
ア
ラ
ス
カ

進
出
は
、
日
本
漁
業
資
本
内
部
の
競
争
を
激
殻
し
、
共
の
漁
業
資
本
競
争
は
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
鮭
鱒
非
嫡
保
護
を
脅
威
す
る
。
鮭
鱒

蒋
荊
保
護
と
漁
歩
、
資
本
競
争
の
矛
盾
の
克
服
は
、
北
洋
漁
主
同
策
の
主
顕
で
あ
る
。
此
の
矛
町
の
克
服
は
如
何
に
し
て
成
就
さ
れ
る

か
。
北
洋
鮭
鱒
漁
業
の
綜
合
的
而
し
て
間
家
的
統
制
を
措
い
て
共
の
迭
を
鷲
見
す
る
の
は
難
い
で
あ
ら
う
。
シ
ベ
リ
ヤ
沼
山
近
海
の

鮭
鱒
漁
阪
漁
主
と
母
舶
式
舵
鱒
漁
業
と
は
就
に
資
本
的
に
統
一
さ
れ
、
北
千
品
依
鱒
漁
業
も
亦
概
ね
川
一
資
本
に
依
っ
て
指
導
さ
れ

て
ゐ
る
。
将
来
ア
ラ
ス
カ
に
日
本
鮭
鱒
漁
業
が
新
興
す
る
場
合
に
は
、
之
も
亦
同
一
資
本
に
依
っ
て
統
制
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

同
よ
り
斯
る
統
制
は
、
同
氏
的
に
満
足
し
作
ベ
き
安
門
前
な
機
構
の
下
に
行
は
る
べ
き
で
あ
る
。
換
一
一
行
す
れ
ば
、
北
洋
紙
鱒
漁
業
の
綜

合
的
調
山
合
祉
に
到
し
、
間
家
は
完
全
な
監
督
棋
を
保
持
す
る
を
要
す
る
。
市
し
て
一
般
に
、
管
利
合
枇
が
一
の
事
業
在
調
占
し
絶

大
な
経
済
的
武
椛
を
掌
握
す
る
場
合
に
は
、
岡
山
水
監
脊
棋
の
有
効
な
行
使
は
、
資
際
上
居
々
困
難
に
陥
る
が
故
に
岡
山
水
が
北
ハ
の
濁
h
t
l

漁
主
人
材
枇
の
株
式
の
過
牛
敢
を
所
有
す
る
等
、
監
叔
H

曜
の
経
済
的
基
礎
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
づ
漁
夜
漁
業
を
中
心
と
し
て

前
記
の
如
き
牛
官
令
民
合
枇
を
設
立
し
、
ア
ラ
ス
カ
鮭
鱒
漁
業
の
純
惜
を
共
の
統
制
下
に
置
く
が
如
き
は
、
安
常
な
方
策
と
忠
は
れ

社
鈴
漁
業
と
蒋
瀬
保
護
の
穴
際

じ
:~fI: 



社
鮮
漁
業
と
事
前
刑
保
淡
の
抗
際

“七
ノ、

る。
漁
師
漁
業
の
同
家
的
統
制
は
、
漁
阿
漁
4
4
h

棋
の
傑
史
的
性
質
に
鑑
み
、
之
を
宮
税
す
べ
き
現
山
が
あ
る
。
ま
た
現
行
漁
業
係
約
に

は
、
日
本
漁
主
者
と
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
漁
業
者
と
が
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
同
法
上
均
等
の
待
遇
を
交
く
べ
き
郎
別
を
規
定
し
て
居
る
が

共
は
日
本
漁
主
者
と
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
の
私
的
漁
業
者
と
の
均
等
待
遇
の
規
定
に
過
ぎ
ぬ
。
ソ
ヴ
イ
ヱ
ト
聯
邦
問
符
漁
業
が
著
し
く

損
張
さ
れ
、
ソ
グ
イ
ヱ
ト
聯
邦
制
京
漁
業
の
本
陣
を
成
す
に
五
っ
た
今
日
に
於
て
は
、
漁
業
保
約
に
於
け
る
悶
悶
漁
業
者
均
勺
作
過

の
原
則
の
規
定
は
、
羽
町
上
却
て
、
不
均
等
作
過
の
原
則
の
規
定
に
鑓
質
し
た
の
で
あ
る
。
斯
る
官
怖
に
鑑
み
て
も
漁
両
漁
主
を
閣

家
的
に
統
制
す
べ
き
刊
山
が
あ
る
。
加
之
H
本
漁
業
者
の
北
千
品
、
中
部
千
品
及
ア
ラ
ス
カ
進
出
が
漁
両
漁
業
の
統
一
を
脅
威
す
る

場
人
け
に
は
日
本
漁
業
の
世
界
的
琵
民
の
得
、
之
を
凶
円
余
的
に
綜
合
統
制
す
べ
き
で
あ
る
。
斯
て
日
本
漁
業
資
本
内
部
の
競
争
が
調
整

せ
ら
れ
、

R
我
閣
と
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
及
米
岡
間
に
、
昨
一
鱒
族
帯
殖
保
護
に
闘
す
る
油
切
な
間
際
的
人
日
立
が
成
ー
す
る
場
合
に
於
て

初
め
て
共
の
非
航
保
謎
は
行
効
に
抗
却
す
る
と
と
が
出
来
あ
で
あ
ら
う
。


